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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　信号伝送線の両端に備えられた各配線接続部を識別する一対の識別タグと、
　前記信号伝送線の前記各配線接続部が接続される配線管理端末とから構成され、
　前記各識別タグは、前記各配線接続部の配線情報が書き込まれる書込部を有し、
　前記配線管理端末は、一方の前記配線接続部についての前記配線情報が入力される入力
手段と、この入力手段によって入力された前記配線情報を前記信号伝送線を介して他方の
前記配線接続部に送信する情報送信手段と、この情報送信手段によって送信された前記配
線情報を他方の前記配線接続部を介して受信する情報受信手段と、前記入力手段によって
入力された前記配線情報および前記情報受信手段によって受信した前記配線情報に基づく
他方の前記配線接続部についての前記配線情報を前記書込部に書き込む情報書込手段とを
備えることを特徴とする配線情報管理システム。
【請求項２】
　前記配線管理端末は、前記入力手段と前記情報送信手段と前記情報書込手段とを備えた
第１の配線管理端末と、前記情報受信手段と前記情報書込手段とを備えた第２の配線管理
端末とからなり、
　前記第１の配線管理端末が備える前記情報書込手段は、一方の前記配線接続部を識別す
る前記識別タグの前記書込部に、前記入力手段によって入力された前記配線情報を書き込
み、
　前記第２の配線管理端末が備える前記情報書込手段は、他方の前記配線接続部を識別す
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る前記識別タグの前記書込部に、前記情報受信手段によって受信した前記配線情報に基づ
く他方の前記配線接続部についての前記配線情報を書き込むことを特徴とする請求項１に
記載の配線情報管理システム。
【請求項３】
　前記配線管理端末は、前記書込部に書き込まれている前記配線情報を読み込む情報読込
手段を備えることを特徴とする請求項１または請求項２に記載の配線情報管理システム。
【請求項４】
　前記識別タグは、通信部を有する無線周波数識別タグからなり、
　前記配線管理端末は、前記通信部と通信する通信手段を備え、
　前記情報書込手段は、前記入力手段によって入力された前記配線情報および前記情報受
信手段によって受信した前記配線情報に基づく他方の前記配線接続部についての前記配線
情報を前記通信手段によって前記通信部に送信して、前記書込部に前記配線情報を書き込
んで記憶させることを特徴とする請求項１から請求項３のいずれか１項に記載の配線情報
管理システム。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、識別タグを用いた配線情報管理システムに関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　通信局舎内や通信局舎間等において、通信装置相互間、通信装置と主配線盤（ＭＤＦ）
端子間、ＭＤＦ相互間、ＭＤＦと中間配線盤（ＩＤＦ）端子間、またはＩＤＦ相互間など
を信号伝送線で接続する際には、両端がコネクタ処理されたコネクタ付光ファイバコード
やコネクタ付光通信ケーブル（以下、両端コネクタ付コードと記す）などが用いられる。
このような両端コネクタ付コードには、配線作業時などに各コードを容易に識別できるよ
うに、予め、各コネクタ付近に接続元装置情報、接続先装置情報、回線速度などの配線情
報を記載した識別タグを付しておくのが一般的である。従来、このような識別タグとして
は、例えば、配線情報を記載した丸札などが用いられ、コード両端のコネクタ付近に結び
つけられている。識別タグとして丸札を用いる場合、作業者は、丸札に記載された配線情
報を直接目視により確認し、作業対象となる信号伝送線を特定して配線作業を行うことに
なる。
【０００３】
　しかし、近年では、いわゆるＦＴＴＨ（Fiber to the home）サービスなどの情報イン
フラの整備や情報通信量の増加に伴い、局内における配線の高密度化が進んでおり、信号
伝送線の配線作業や接続替え作業などが困難になってきている。例えば、信号伝送線とし
て光ファイバコードを収容する配線盤では、配線盤内の光ファイバコードの収容数が増加
すると、配線情報を記載した丸札などが配線盤内で密集してかさばるようになる。従って
、これら丸札の配線盤内における収容スペースの確保が次第に困難になると共に、丸札に
よる各光ファイバコードの識別作業も手間がかかるようになってくる。また、このように
配線盤内の高密度化が進むと、配線盤での配線作業時に識別タグを確認する際、丸札を取
り出すときに丸札のひも部分が誤って光ファイバコードに引っ掛かり、光ファイバコード
が曲がってしまうこともある。この場合、光ファイバコードの曲がりに起因する損失から
回線障害が発生することもあり、ネットワークの安定性・信頼性に支障をきたすおそれが
生じる。
【０００４】
　そこで、近年では、丸札に代わって、１次元シンボルや２次元シンボルなどのバーコー
ドを用いた識別タグや、ＩＣチップを内蔵した無線周波数識別（Radio Frequency Identi
fication：ＲＦＩＤ）タグ（以下、ＲＦＩＤタグと記す）などを用いて、信号伝送線を識
別する方法が採用され始めている。
【０００５】
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　バーコードを用いた識別タグによる配線情報の管理は、データを符号化したバーコード
が記載されたラベルを信号伝送線のコネクタ付近に貼り付けることで行われる。バーコー
ドの符号化されたデータは、ＰＣ（パーソナル・コンピュータ）等に記憶された信号伝送
線の配線情報と１対１に対応付けられており、バーコードリーダによって読み取られるこ
とで、配線情報の内容が確認される。信号伝送線の接続替え作業の際には、バーコードの
符号化されたデータに対応するＰＣ内の配線情報を書き替えることで、配線情報の更新が
行われる。
【０００６】
　また、ＲＦＩＤタグによる配線情報の管理は、信号伝送線のコネクタ付近に設けられた
ＲＦＩＤタグが有するＩＣチップ内のメモリに対して、電子化した配線情報データの読み
書きを無線で行うことで行われる。例えば、下記の特許文献１には、配線盤識別用の第１
のＲＦＩＤタグ、トレイ識別用の第２のＲＦＩＤタグ、および配線端末部識別用の第３の
ＲＦＩＤタグを備え、リーダ／ライタを用いて各ＲＦＩＤタグに対する配線情報の読み書
きを無線で行う配線管理システムが開示されている。この配線管理システムによれば、丸
札などに配線情報を記載して配線管理を行う場合に比べて、配線盤内を整然とさせること
ができると共に、配線箇所の確認を容易に間違いなく行うことができるようになる。
【０００７】
　上記のバーコードやＲＦＩＤタグなどの識別タグは丸札などに比べて小型化されている
ので、丸札などのように配線盤内でかさばって配線作業に支障が生じてしまうといったこ
とはない。
【特許文献１】特開２００５－２０４４１２号公報（段落[００３８]，[００４１]～[０
０５０]）
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　しかしながら、上記のようなバーコードを用いた識別タグやＲＦＩＤタグは、従来の丸
札と同様、信号伝送線の両端のコネクタ付近にそれぞれ取り付け、対象とする１本の信号
伝送線の両端の２箇所でそれぞれ対応する配線情報の書込作業を行う必要がある。従って
、配線盤内の高密度化などにより信号伝送線の本数が増加すると、対象とする１本の信号
伝送線の一端に設けられたコネクタと、対象とする１本の信号伝送線の他端に設けられた
コネクタとの対応関係を把握するのが難しくなり、各コネクタ付近に設けられた識別タグ
に対する配線情報の書込作業に手間がかかるようになる。また、このように配線盤内が高
密度化した状態では、対象とする１本の信号伝送線の一端に設けられたコネクタと、対象
とする１本の信号伝送線の他端に設けられたコネクタとの対応関係の把握を誤り、１本の
信号伝送線の両端の各識別タグに対してそれぞれ異なる配線情報を書き込むといった人為
的なミスが生じるおそれもある。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明はこのような課題を解決するためになされたもので、信号伝送線の両端に備えら
れた各配線接続部を識別する一対の識別タグと、信号伝送線の各配線接続部が接続される
配線管理端末とから構成され、
上記各識別タグは、各配線接続部の配線情報が書き込まれる書込部を有し、
上記配線管理端末は、一方の配線接続部についての配線情報が入力される入力手段と、こ
の入力手段によって入力された配線情報を信号伝送線を介して他方の配線接続部に送信す
る情報送信手段と、この情報送信手段によって送信された配線情報を他方の配線接続部を
介して受信する情報受信手段と、入力手段によって入力された配線情報および情報受信手
段によって受信した配線情報に基づく他方の配線接続部についての配線情報を書込部に書
き込む情報書込手段とを備えることを特徴とする。
【００１０】
　この構成によれば、一方の配線接続部についての配線情報が入力手段により入力される
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と、この入力された配線情報が情報送信手段により信号伝送線を介して他方の配線接続部
に送信される。信号伝送線の両端の各配線接続部に設けられた各識別タグの書込部には、
入力手段によって入力された一方の配線接続部についての配線情報、および情報受信手段
によって受信した配線情報に基づく他方の配線接続部についての配線情報が、配線管理端
末の情報書込手段によって書き込まれる。このため、入力手段により一方の配線接続部に
ついての配線情報が配線管理端末に入力されるだけで、１本の信号伝送線両端の各識別タ
グの書込部に対応する配線情報が自動的に書き込まれる。従って、１本の信号伝送線の両
端に設けられた各コネクタの対応関係を人手によって把握する必要がなくなるため、信号
伝送線の本数が多い場合であっても、手間がかかることなく配線情報の書込作業を行うこ
とができるようになる。また、人為的なミスにより、１本の信号伝送線の両端に設けられ
た各コネクタの対応関係の把握を誤らなくなるため、配線情報を書き込む際の人為的なミ
スを防止することができるようになる。
【００１１】
　また、本発明は、配線管理端末が、入力手段と情報送信手段と情報書込手段とを備えた
第１の配線管理端末と、情報受信手段と情報書込手段とを備えた第２の配線管理端末とか
らなり、
第１の配線管理端末が備える情報書込手段が、一方の配線接続部を識別する識別タグの書
込部に、入力手段によって入力された配線情報を書き込み、
第２の配線管理端末が備える情報書込手段が、他方の配線接続部を識別する識別タグの書
込部に、情報受信手段によって受信した配線情報に基づく他方の配線接続部についての配
線情報を書き込むことを特徴とする。
【００１２】
　この構成によれば、第１の配線管理端末の入力手段により一方の配線接続部の配線情報
が入力されると、一方の配線接続部側の識別タグの書込部に、入力手段によって入力され
た一方の配線接続部についての配線情報が書き込まれる。また、第１の配線管理端末の入
力手段により入力された配線情報は、第１の配線管理端末の情報送信手段により信号伝送
線を介して他方の配線接続部に送信され、この送信された配線情報が、第２の配線管理端
末の情報受信手段によって受信される。そして、他方の配線接続部側の識別タグの書込部
に、この情報受信手段によって受信した一方の配線接続部についての配線情報に基づき、
他方の配線接続部の配線情報が書き込まれる。このため、配線情報は、信号伝送線の両端
の各配線接続部にそれぞれ異なる第１および第２の配線管理端末が接続された状態で、信
号伝送線の両端にある各識別タグの書込部に書き込まれる。従って、既に配線された信号
伝送線を配線盤等から取り外すことなく、信号伝送線が配線されたままの状態で容易に配
線情報の書込作業を行うことができる。
【００１３】
　また、本発明は、配線管理端末が、書込部に書き込まれている配線情報を読み込む情報
読込手段を備えることを特徴とする。
【００１４】
　この構成によれば、情報書込手段によって書込部に書き込まれた配線情報が、情報読込
手段によって読み込まれる。このため、書込部への配線情報の書込作業の際に、書込部に
書き込まれた配線情報を読み込むことで、その識別タグが識別する配線接続部の確認や、
読み込まれた配線情報と入力手段により入力された配線情報との照合などを行うことがで
き、書込部への配線情報の書込作業の精度を高めることができるようになる。
【００１５】
　また、本発明は、識別タグが、通信部を有するＲＦＩＤタグからなり、配線管理端末が
、通信部と通信する通信手段を備え、
情報書込手段が、入力手段によって入力された配線情報および情報受信手段によって受信
した配線情報に基づく他方の配線接続部についての配線情報を通信手段によって通信部に
送信して、書込部に配線情報を書き込んで記憶させることを特徴とする。
【００１６】
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　この構成によれば、入力手段によって入力された配線情報および情報受信手段によって
受信した配線情報は、通信手段によってＲＦＩＤタグの通信部に無線で送信され、ＲＦＩ
Ｄタグの書込部に書き込まれて記憶される。このため、配線情報は、無線で瞬時に書き込
まれるので、配線情報の書込作業が容易になる。
【発明の効果】
【００１７】
　本発明による配線情報管理システムによれば、上記のように、配線情報の書込作業が容
易になると共に、配線情報を書き込む際の人為的なミスを防止することができるようにな
る。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１８】
　次に、本発明を実施するための最良の形態について説明する。
【００１９】
　図１は、本実施形態による配線情報管理システムによって配線管理される光配線盤１の
構成を示す正面図である。
【００２０】
　光配線盤１は、２６個の線路成端トレイ２からなる線路成端ユニット３が上下方向に６
個設けられて構成されている。
【００２１】
　図２は、この線路成端トレイ２を構成するアダプタモジュール４の正面斜視図である。
アダプタモジュール４には、光コネクタアダプタ５が上下方向一列に８個配設されており
、このようなアダプタモジュール４が図３に示すように上下一対に配設されて１つの線路
成端トレイ２が構成されている。従って、１つの線路成端ユニット３は、横方向に２６個
の線路成端トレイ２が配設されて構成されているため、合計４１６（＝８×２×２６）個
の光コネクタアダプタ５を備えている。
【００２２】
　図３は、図２に示すアダプタモジュール４を上下一対に備えた線路成端トレイ２が密に
配設された線路成端ユニット３の一部を示す斜視図である。なお、図３において、図１お
よび図２と同一部分には同一符号を付してその説明は省略する。
【００２３】
　箱形状の線路成端ユニット３には、２６個の線路成端トレイ２が互いに隣接して整然と
収納されている。一の線路成端ユニット３における線路成端トレイ２の光コネクタアダプ
タ５は、これと対応する他の線路成端ユニット３における所定の他の光コネクタアダプタ
５とジャンパ光コード７によって接続される。ジャンパ光コード７は、両端に光コネクタ
プラグ６ａ，６ｂ（図６参照）を有する光ファイバコードからなる信号伝送線を構成して
おり、光コネクタプラグ６ａ，６ｂは、ジャンパ光コード７の両端に備えられた配線接続
部を構成している。
【００２４】
　このように、光配線盤１では、各線路成端ユニット３間において、対応する一対の光コ
ネクタアダプタ５が複数組、多くのジャンパ光コード７によって接続される。配線接続さ
れたジャンパ光コード７の配線接続の変更は、光コネクタプラグ６ａ，６ｂの各光コネク
タアダプタ５への挿入位置を変更することによって行われる。
【００２５】
　また、各線路成端トレイ２上部の線路成端ユニット３の前側面には、各線路成端トレイ
２毎、つまり１６本のジャンパ光コード７の束毎に、電子化した配線情報データの読み書
きを無線で行う一つのＲＦＩＤタグ１８が取り付けられている。
【００２６】
　また、各ジャンパ光コード７両端の光コネクタプラグ６ａ，６ｂ付近には、上記のＲＦ
ＩＤタグ１８とは別に、一対のＲＦＩＤタグ８ａ，８ｂ（図６参照）が取り付けられてい
る。ＲＦＩＤタグ８ａ，８ｂは、ジャンパ光コード７の両端に備えられた各光コネクタプ
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ラグ６ａ，６ｂを識別する一対の識別タグを構成している。各ＲＦＩＤタグ８ａ，８ｂの
ジャンパ光コード７への取付方法としては、図４（ａ）に示すように、予めＲＦＩＤタグ
８ａ，８ｂに接着または一体成型しておいた弾性を有するバネ体９により、ジャンパ光コ
ード７をその弾性によって挟み込むようにして取り付ける方法がある。また、同図（ｂ）
に示すように、結束バンド１０を用いてＲＦＩＤタグ８ａ，８ｂをジャンパ光コード７の
周囲に縛り付ける方法もある。この他、粘着テープでジャンパ光コード７の周囲に巻き付
けたり、両面粘着テープや面ファスナーでＲＦＩＤタグ８ａ，８ｂの端面とジャンパ光コ
ード７の外周面とを貼り付けたり係合させて取り付けてもよく、特定の取付方法に限定さ
れることはない。
【００２７】
　図５は、上記のＲＦＩＤタグ８ａ，８ｂ内部の回路構成の概略を示す図である。
【００２８】
　各ＲＦＩＤタグ８ａ，８ｂは、光源であるＬＥＤ（発光ダイオード）１１、データの消
去および書き込みが可能なＥＥＲＯＭ（Electrically Eraseble ROM）１３、ＬＥＤ１１
の発光を制御するＣＰＵ（中央演算処理装置）１２、および外部と通信するアンテナ部１
４を有している。各ＲＦＩＤタグ８ａ，８ｂは、自身で電源を備えておらず、後述する各
配線管理端末２１，２２（図６参照）の通信手段から配線情報が送信される際に発生する
誘導電磁界を、電源として動作する。
【００２９】
　ＣＰＵ１２およびアンテナ部１４は、各光コネクタプラグ６ａ，６ｂの配線情報を受信
する通信部を構成している。また、ＥＥＲＯＭ１３は、この通信部が受信した各光コネク
タプラグ６ａ，６ｂの配線情報が書き込まれる書込部を構成している。本実施形態では、
配線情報は、配線接続部である光コネクタプラグ６ａ，６ｂが光コネクタアダプタ５を介
して接続される接続先の装置の種別情報、光コネクタプラグ６ａ，６ｂがジャンパ光コー
ド７，相手方の光コネクタプラグ６ａ，６ｂおよび光コネクタアダプタ５を介して接続さ
れる相手先の装置の種別情報、ジャンパ光コード７を介して伝送される信号の回線速度情
報、およびジャンパ光コード７を介して伝送される信号が経由する接続経路情報などのデ
ータからなる。
【００３０】
　図６は、ＲＦＩＤタグ８ａ，８ｂの書込部であるＥＥＲＯＭ１３へ配線情報を書き込む
ための第１および第２の配線管理端末２１，２２に、上述したジャンパ光コード７の両端
の各光コネクタプラグ６ａ，６ｂが接続された状態を示す図である。
【００３１】
　各ＲＦＩＤタグ８ａ，８ｂへの配線情報の書込作業は、各光コネクタプラグ６ａ，６ｂ
をそれぞれ線路成端ユニット３の光コネクタアダプタ５から抜いて、同図に示すように、
第１および第２の配線管理端末２１，２２に接続した状態で行われる。
【００３２】
　第１の配線管理端末２１は、光コネクタプラグ６ａについての配線情報が入力される入
力手段を構成する入力操作部と、この入力操作部によって入力された配線情報をジャンパ
光コード７を介して光コネクタプラグ６ｂに送信する情報送信手段を構成する配線情報送
信部と、入力操作部によって入力された配線情報をＲＦＩＤタグ８ａのＥＥＲＯＭ１３に
書き込む情報書込手段を構成する配線情報書込部とを備えている。また、第２の配線管理
端末２２は、第１の配線管理端末２１が備える配線情報送信部によって送信された配線情
報を光コネクタプラグ６ｂを介して受信する情報受信手段を構成する配線情報受信部と、
この配線情報受信部によって受信した配線情報に基づく光コネクタプラグ６ｂについての
配線情報をＲＦＩＤタグ８ｂのＥＥＲＯＭ１３に書き込む情報書込手段を構成する配線情
報書込部とを備えている。
【００３３】
　また、第１の配線管理端末２１は、ＲＦＩＤタグ８ａのアンテナ部１４からなる上記通
信部と通信する通信手段、およびＲＦＩＤタグ８ａのＥＥＲＯＭ１３に書き込まれている
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配線情報を読み込む情報読込手段を構成する配線情報読込部を備えている。第２の配線管
理端末２２も、第１の配線管理端末２１と同様に、ＲＦＩＤタグ８ｂの上記通信部と通信
する通信手段、およびＲＦＩＤタグ８ｂのＥＥＲＯＭ１３に書き込まれている配線情報を
読み込む情報読込手段を構成する配線情報読込部を備えている。
【００３４】
　本実施形態では、第１の配線管理端末２１が備える情報書込手段は、第１の配線管理端
末２１が備える入力操作部によって入力された配線情報を、通信手段によってＲＦＩＤタ
グ８ａのアンテナ部１４に送信して、ＲＦＩＤタグ８ａのＥＥＲＯＭ１３にこの送信した
配線情報を書き込んで記憶させる。また、第２の配線管理端末２２が備える情報書込手段
は、第２の配線管理端末２２が備える情報受信手段によって受信した配線情報に基づく光
コネクタプラグ６ｂについての配線情報を、通信手段によってＲＦＩＤタグ８ｂのアンテ
ナ部１４に送信して、ＲＦＩＤタグ８ｂのＥＥＲＯＭ１３にこの送信した配線情報を書き
込んで記憶させる。
【００３５】
　上記の構成において、各ＲＦＩＤタグ８ａ，８ｂのＥＥＲＯＭ１３への配線情報の書き
込みは、以下のようにして行われる。
【００３６】
　まず始めに、第１の配線管理端末２１が備える入力操作部により光コネクタプラグ６ａ
についての配線情報が入力されると、第１の配線管理端末２１が備える情報書込手段は、
入力された配線情報を、ＲＦＩＤタグ８ａのアンテナ部１４に送信し、そのＥＥＲＯＭ１
３に書き込む。このとき、ＲＦＩＤタグ８ａのＥＥＲＯＭ１３には、図６の下方左側の矩
形状枠内に示すように、光コネクタプラグ６ａが光コネクタアダプタ５を介して接続され
る接続先の装置の種別情報として“装置Ａ”、光コネクタプラグ６ａがジャンパ光コード
７，相手方の光コネクタプラグ６ｂおよび光コネクタアダプタ５を介して接続される相手
先の装置の種別情報として“装置Ｂ”、回線速度情報として“２．４Ｇ[bps]”、および
接続経路情報として“東京第２右”といった配線情報データが書き込まれる。
【００３７】
　第１の配線管理端末２１が備える入力操作部により入力された配線情報は、上記のよう
にしてＲＦＩＤタグ８ａのＥＥＲＯＭ１３に書き込まれると共に、ジャンパ光コード７を
介して光搬送波と共に光コネクタプラグ６ｂに送信され、第２の配線管理端末２２が備え
る配線情報受信部によって受信される。第２の配線管理端末２２が備える情報書込手段は
、受信した配線情報に基づいて得られる光コネクタプラグ６ｂについての配線情報を、Ｒ
ＦＩＤタグ８ｂのアンテナ部１４に送信し、そのＥＥＲＯＭ１３に書き込む。このとき、
ＲＦＩＤタグ８ｂのＥＥＲＯＭ１３には、図６の下方右側の矩形状枠内に示すように、光
コネクタプラグ６ｂが光コネクタアダプタ５を介して接続される接続先の装置の種別情報
として“装置Ｂ”、光コネクタプラグ６ｂがジャンパ光コード７，相手方の光コネクタプ
ラグ６ａおよび光コネクタアダプタ５を介して接続される相手先の装置の種別情報として
“装置Ａ”、回線速度情報として“２．４Ｇ[bps]”、および接続経路情報として“東京
第２右”といった配線情報データが書き込まれる。
【００３８】
　また、新規配線の配線接続確認や、配線接続を変更する際には、図示しないタグリーダ
／ライタによって各ジャンパ光コード７の両端に取り付けられたＲＦＩＤタグ８ａ，８ｂ
に問い合わせ信号が送信される。この問い合わせ信号が有する固有配線情報と一致する配
線情報を持つＲＦＩＤタグ８ａ，８ｂのＬＥＤ１１は発光するので、この発光を頼りに、
目的とする光コネクタプラグ６ａ，６ｂを探し出して特定することができる。特定された
光コネクタプラグ６ａ，６ｂは、それぞれ光コネクタアダプタ５から抜かれて第１および
第２の配線管理端末２１，２２に差し込まれる。そして、各ＲＦＩＤタグ８ａ，８ｂのＥ
ＥＲＯＭ１３に書き込まれた配線情報は、各配線管理端末２１，２２がそれぞれ備える配
線情報読込部によって読み込まれ、各配線管理端末２１，２２により、この読み込まれた
各ＲＦＩＤタグ８ａ，８ｂがそれぞれ識別する各光コネクタプラグ６ａ，６ｂの確認や、
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読み込まれた配線情報と入力操作部によって入力された配線情報との照合を行うことがで
きる。
【００３９】
　このような本実施形態による配線情報管理システムによれば、上述したように、光コネ
クタプラグ６ａについての配線情報が入力操作部により入力されると、この入力された配
線情報が配線情報送信部によりジャンパ光コード７を介して光コネクタプラグ６ｂに送信
される。ジャンパ光コード７の両端の各光コネクタプラグ６ａ，６ｂの付近に設けられた
各ＲＦＩＤタグ８ａ，８ｂのＥＥＲＯＭ１３には、入力操作部によって入力された光コネ
クタプラグ６ａについての配線情報、および配線情報受信部によって受信した配線情報に
基づく光コネクタプラグ６ｂについての配線情報が、それぞれ各配線管理端末２１，２２
の配線情報書込部によって書き込まれる。このため、入力操作部により光コネクタプラグ
６ａについての配線情報が配線管理端末２１に入力されるだけで、１本のジャンパ光コー
ド７両端の各ＲＦＩＤタグ８ａ，８ｂのＥＥＲＯＭ１３に、対応する配線情報が自動的に
書き込まれる。従って、１本のジャンパ光コード７の両端に設けられた各光コネクタプラ
グ６ａ，６ｂの対応関係を人手によって把握する必要がなくなるため、ジャンパ光コード
７の本数が多い場合であっても、手間がかかることなく配線情報の書込作業を行うことが
できるようになる。また、人為的なミスにより、１本のジャンパ光コード７の両端に設け
られた各光コネクタプラグ６ａ，６ｂの対応関係の把握を誤らなくなるため、各ＲＦＩＤ
タグ８ａ，８ｂに配線情報を書き込む際の人為的なミスを防止することができるようにな
る。
【００４０】
　また、本実施形態では、配線管理端末２１の入力操作部により光コネクタプラグ６ａの
配線情報が入力されると、ＲＦＩＤタグ８ａのＥＥＲＯＭ１３に、入力操作部によって入
力された配線情報が書き込まれる。また、配線管理端末２１の入力操作部により入力され
た配線情報は、配線管理端末２１の配線情報送信部によりジャンパ光コード７を介して光
コネクタプラグ６ｂに送信され、この送信された配線情報が、配線管理端末２２の配線情
報受信部によって受信される。そして、光コネクタプラグ６ｂ側のＲＦＩＤタグ８ｂのＥ
ＥＲＯＭ１３に、この配線情報受信部によって受信した配線情報に基づき、光コネクタプ
ラグ６ｂの配線情報が書き込まれる。このため、配線情報は、ジャンパ光コード７の両端
の各光コネクタプラグ６ａ，６ｂにそれぞれ異なる配線管理端末２１，２２が接続された
状態で、ジャンパ光コード７の両端にある各ＲＦＩＤタグ８ａ，８ｂのＥＥＲＯＭ１３に
書き込まれる。従って、既に配線されたジャンパ光コード７を光配線盤１から取り外すこ
となく、ジャンパ光コード７が配線されたままの状態で容易に配線情報の書込作業を行う
ことができる。
【００４１】
　また、本実施形態では、各ＲＦＩＤタグ８ａ，８ｂのＥＥＲＯＭ１３に書き込まれた配
線情報は、各配線管理端末２１，２２の配線情報読込部によってそれぞれ読み込まれる。
このため、各ＲＦＩＤタグ８ａ，８ｂのＥＥＲＯＭ１３への配線情報の書込作業の際に、
ＥＥＲＯＭ１３に書き込まれた配線情報を読み込むことで、この読み込まれた各ＲＦＩＤ
タグ８ａ，８ｂがそれぞれ識別する各光コネクタプラグ６ａ，６ｂの確認や、読み込まれ
た配線情報と入力操作部により入力された配線情報との照合などを行うことができ、ＥＥ
ＲＯＭ１３への配線情報の書込作業の精度を高めることができるようになる。
【００４２】
　また、本実施形態では、各識別タグ８ａ，８ｂが、アンテナ部１４からなる通信部を有
し、配線管理端末２１の入力操作部によって入力された配線情報、および配線管理端末２
２の配線情報受信部によって受信した配線情報は、各配線管理端末２１，２２の通信手段
によって各ＲＦＩＤタグ８ａ，８ｂのアンテナ部１４に無線で送信され、各ＥＥＲＯＭ１
３に書き込まれて記憶される。このため、配線情報は、無線で瞬時にＥＥＲＯＭ１３に書
き込まれるので、配線情報の書込作業が容易になる。
【００４３】
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　なお、上記実施形態においては、識別タグとしてＲＦＩＤタグ８ａ，８ｂを用いた場合
を説明したが、本発明はこれに限られるものではない。例えば、識別タグとして、ＲＦＩ
Ｄタグ８ａ，８ｂの代わりに、１次元シンボルや２次元シンボルなどのバーコードを用い
た識別タグを使用し、配線情報が入力されると、配線管理端末が、配線情報を示すバーコ
ードが記載されたラベルを各光コネクタプラグ６ａ，６ｂ付近に自動的に貼り付けたり、
配線情報を示すバーコードを各光コネクタプラグ６ａ，６ｂ付近のジャンパ光コード７の
外周面に直接印刷するといった構成とすることも可能である。
【００４４】
　また、上記実施形態においては、各配線管理端末２１，２２が情報読込手段を備え、入
力手段により入力された配線情報と、情報読込手段により読み込まれた配線情報との照合
が行われる場合を説明したが、このような照合作業が行われない構成とすることも可能で
ある。
【００４５】
　また、上記実施形態においては、配線管理端末が互いに異なる２つの配線管理端末２１
，２２からなる場合を説明したが、本発明はこれに限られるものではない。
【００４６】
　例えば、配線管理端末が、１台の端末からなり、上述した各配線管理端末２１，２２が
有する双方の手段、つまり、一方の光コネクタプラグ６ａについての配線情報が入力され
る入力手段と、この入力手段によって入力された配線情報をジャンパ光コード７を介して
他方の光コネクタプラグ６ｂに送信する情報送信手段と、この情報送信手段によって送信
された配線情報を他方の光コネクタプラグ６ｂを介して受信する情報受信手段と、入力手
段によって入力された一方の光コネクタプラグ６ａについての配線情報および情報受信手
段によって受信した配線情報に基づく他方の光コネクタプラグ６ｂについての配線情報を
、各ＲＦＩＤタグ８ａ，８ｂのＥＥＲＯＭ１３に書き込む情報書込手段とを備えた構成と
することも可能である。
【００４７】
　また、この同じ配線管理端末を２台ジャンパ光コード７の両端に取り付ける構成とする
ことも可能である。
【００４８】
　これらの構成においても、１本のジャンパ光コード７両端の各ＲＦＩＤタグ８ａ，８ｂ
のＥＥＲＯＭ１３に、対応する配線情報は自動的に書き込まれ、上記実施形態と同様の効
果が奏される。
【００４９】
　また、上記実施形態においては、異なる配線管理端末２１，２２を用いることにより、
配線情報が、ＲＦＩＤタグ８ａのＥＥＲＯＭ１３に書き込まれた後でＲＦＩＤタグ８ｂの
ＥＥＲＯＭ１３に書き込まれる場合を説明したが、各ＲＦＩＤタグ８ａ，８ｂのＥＥＲＯ
Ｍ１３に配線情報が書き込まれる順序は適宜変更可能である。
【００５０】
　例えば、同じ端末を２台ジャンパ光コード７の両端に取り付ける構成の場合、一方の端
末に入力された配線情報を他方の端末に送信し、これを受信した端末が、光コネクタプラ
グ６ｂを識別するＲＦＩＤタグ８ｂに、受信した情報に基づく光コネクタプラグ６ｂの配
線情報を書き込む。その後、入力された配線情報がジャンパ光コード７を介して光搬送波
と共に返信され、返信された配線情報を受信した端末が、光コネクタプラグ６ａを識別す
るＲＦＩＤタグ８ａに、受信した配線情報を書き込む。このように構成しても、上記実施
形態と同様な作用効果が奏される。
【産業上の利用可能性】
【００５１】
　上記実施形態においては、本発明による配線情報管理システムを、信号伝送線として光
ファイバコードを用いる光配線盤に適用した場合について説明したが、このような光ファ
イバコード以外の例えばメタルケーブルなどを用いて電気信号を伝搬する他の配線盤など
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にも適用可能である。このような場合においても、上記実施形態と同様な作用効果が奏さ
れる。
【図面の簡単な説明】
【００５２】
【図１】本発明の一実施形態による配線情報管理システムによって配線管理された光配線
盤の正面図である。
【図２】図１に示す光配線盤の線路成端トレイを構成するアダプタモジュールの正面斜視
図である。
【図３】図２に示すアダプタモジュールを上下一対に備えた線路成端トレイが密に配設さ
れた線路成端ユニットの一部を示す斜視図である。
【図４】（ａ）はＲＦＩＤタグがバネ体によってジャンパ光コードに取り付けられている
状態を示す図であり、（ｂ）はＲＦＩＤタグが結束バンドによってジャンパ光コードに取
り付けられている状態を示す図である。
【図５】図３，図４に示すＲＦＩＤタグの内部の回路構成の概略を示す図である。
【図６】配線管理端末に、ジャンパ光コードの両端の各光コネクタプラグが接続された状
態を示す図である。
【符号の説明】
【００５３】
　１…光配線盤
　２…線路成端トレイ
　３…線路成端ユニット
　４…アダプタモジュール
　５…光コネクタアダプタ
　６ａ，６ｂ…光コネクタプラグ
　７…ジャンパ光コード
　８ａ，８ｂ…無線周波数識別タグ（ＲＦＩＤタグ）
　９…バネ体
　１０…結束バンド
　１１…ＬＥＤ
　１２…ＣＰＵ
　１３…ＥＥＲＯＭ
　１４…アンテナ部
　２１，２２…配線管理端末
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